
６ 健やかな体を育て、健康で安全に生活する力を育む教育 

 

６６  健健ややかかなな体体をを育育てて、、健健康康でで安安全全にに生生活活すするる力力をを育育むむ教教育育  

 

 

施策展開の方向性⑮ 

  生生涯涯をを通通じじてて、、たたくくままししくく生生ききるるたためめにに必必要要なな体体力力をを育育むむ教教育育をを推推進進ししまますす  

 
  

１１  「「TTOOKKYYOO  AACCTTIIVVEE  PPLLAANN  ffoorr  ssttuuddeennttss」」のの推推進進（指導部）  

(1)  東京都統一体力テストの実施 

都内公立学校の全児童・生徒を対象として全都的な調査を行い、体力・運動能力及び生

活・運動習慣等の実態を把握・分析することにより、施策の成果と課題を検証し、その改

善を図る。また、これらの取組を通じて、学校における児童・生徒の体力・運動能力等の

向上に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 

毎年６月を「体力テスト実施月間」とし、都内の全公立学校が、４・５月に体力テスト

の意義や目的、学校の体力・運動能力の実態と全体的傾向、児童・生徒一人一人による目

標（値）の設定、各種目の実施方法等について確実に指導した上で体力テストを実施する。 

(2) Tokyo 体育健康教育ポータル 

体育健康教育に関する諸事業の成果物や資料等を掲載し、各地区や各学校の好事例等を全

都に広げ、活用を促進する。 

(3) 東京都統一体力テストのデジタル化 

      東京都統一体力テストは現状、紙媒体での処理を中心とした実施形態となっているが、デ

ジタル化により、児童・生徒一人一人の力を最大限伸ばす質の高い教育の実現や業務の効率

化を図る。 

(4) Tokyo スポーツライフ推進指定地区 

地域の実態に応じた運動習慣の定着を図るため、関係機関等との連携を踏まえた取組のモ

デルを全都に示し、運動習慣の定着に資する取組を推進する。 

(5) 体育健康教育推進校 

       学校において、運動やスポーツとの多様な関わりを通して、健康で活力に満ちた生活をデ

【施策の必要性】 

現在、日常生活における身体活動が減少していることを考えると、一人一人が主体的に運動

に取り組むことの必要性は、これまで以上に高まっています。生涯にわたって運動に親しむた

めには、乳幼児期から青年期に至るまでの間に、基本的生活習慣を身に付けるとともに、健康

や体力を保持増進していくための基礎的な能力や態度を身に付けていくことが重要です。 

また、児童・生徒が様々な運動への関心を高め、体験することは、フェアプレーやチームワ

ークの精神、相手を思いやる心を育むとともに、体力の向上や健康づくりに自ら意欲的に取り

組む態度を養うことにつながるなど、大きな意義があります。 

さらに、運動部活動は、スポーツに興味・関心のある同好の生徒が参加し、技能の向上や自

己の記録に挑戦する中で、運動の楽しさや喜びを分かち合う活動であることから、体力の向上

ばかりでなく、心身のバランスのとれた成長を図る上でも効果的な活動です。 
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ザインする資質や能力を育成するため、効果的な体育健康教育を実践的に研究し、その効果

を普及する。保健体育科の授業及び体力向上に向けた取組を推進する。   

(6) コオーディネーショントレーニングの地域拠点校による普及 

脳と体幹を鍛えるコオーディネーショントレーニングについて、実施校の一層の拡大に向

けて、地域拠点校を定め、実践内容を地域に発信する。 

(7) エンジョイスポーツプロジェクト事業の実施 

       都立高等学校及び都立中等教育学校（後期課程）を対象として、専門的な知見を有する外

部機関と連携し、生徒の多様なニーズに応える運動機会を設定するとともに、健康的な生活

習慣の実践を通して、豊かなスポーツライフに向けた都立高校生の資質・能力を高める。 

 

２２  運運動動部部活活動動のの振振興興（指導部） 

(1) 部活動指導員の配置・活用 

部活動指導員を配置し、都立学校及び公立中学校における教員の勤務負担軽減を図りなが

ら、部活動の一層の充実を推進する。 

  (2) デジタル技術を活用した部活動の推進  

    デジタル技術等を活用して、トレーニングの効率化や、運動・スポーツの効果の「見える

化」を図り、短時間で効果が得られる合理的な活用を推進し、運動部活動の質の向上を図る。 

(3) Sport-Science Promotion Club 

      「東京都教育委員会 運動部活動の在り方に関する方針」に則り、科学的トレーニングの

積極的な導入等により、短時間で効果が得られるような合理的でかつ効率的・効果的な活動

を推進する「Sport-Science Promotion Club」を指定し、都立高校等運動部活動における一

層の競技力向上を図る。 

(4) 中学校の部活動における外部指導者の配置支援 

    中学校の部活動において、外部指導者を積極的に配置し、専門的な技術指導等による部活

動の質の向上と教員の負担軽減を促進する。 

(5) 地域運動部活動推進事業 

スポーツ庁、文化庁の「令和４年度地域運動部活動推進事業」により委託された事業であ

る。生徒にとって望ましい持続可能な部活動と学校の働き方改革の実現に向けて、休日の部

活動の段階的な地域移行等の推進に関する実践研究を実施するとともに、研究成果を発信し、

休日の地域部活動や、合理的で効率的な部活動の展開を図る。 

 

３３  特特別別支支援援学学校校ににおおけけるる取取組組のの充充実実（指導部）    

(1) 障害者スポーツを取り入れた体育的活動の充実 

ア 児童・生徒が、生涯にわたってスポーツに親しむことができるようにするため、体育や

行事等の体育的活動に多様な障害者スポーツを取り入れ、活動の充実を図る。 

イ 児童・生徒が経験を広げるために、今まで行っていない新たな障害者スポーツ等を体育

的活動に取り入れる。 

ウ 各学校の児童・生徒の実態に応じて取り組めるようルールの変更や用具の調整・工夫な

どを行い、児童・生徒一人一人の活動を充実させ、楽しめるようにする。 

(2) 運動部活動の振興 

都立特別支援学校の部活動に専門的な知識や技術等を有する外部指導員を導入し、部活動
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活・運動習慣等の実態を把握・分析することにより、施策の成果と課題を検証し、その改

善を図る。また、これらの取組を通じて、学校における児童・生徒の体力・運動能力等の

向上に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 

毎年６月を「体力テスト実施月間」とし、都内の全公立学校が、４・５月に体力テスト

の意義や目的、学校の体力・運動能力の実態と全体的傾向、児童・生徒一人一人による目

標（値）の設定、各種目の実施方法等について確実に指導した上で体力テストを実施する。 
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めには、乳幼児期から青年期に至るまでの間に、基本的生活習慣を身に付けるとともに、健康

や体力を保持増進していくための基礎的な能力や態度を身に付けていくことが重要です。 

また、児童・生徒が様々な運動への関心を高め、体験することは、フェアプレーやチームワ

ークの精神、相手を思いやる心を育むとともに、体力の向上や健康づくりに自ら意欲的に取り

組む態度を養うことにつながるなど、大きな意義があります。 
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に参加する生徒の意欲の高揚と能力の伸長を図る。 

(3)  地域の学校の児童・生徒と協働した教育活動の充実 

障害者スポーツへの理解促進を図ることを通じて、障害者スポーツを通した小・中学校

等の児童・生徒や地域住民との交流を活性化することにより、障害のある児童・生徒への

理解を図る。 

  

施策展開の方向性⑯ 

  健健康康でで充充実実ししたた生生活活をを送送るるたためめのの力力をを育育むむ教教育育をを推推進進ししまますす  

 

 

１１  健健康康教教育育のの推推進進（指導部・都立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) がん教育の推進 

国の「がん対策基本法」や「がん対策推進基本計画（第３期）」を踏まえ、都内全ての公立

中学校、高等学校、特別支援学校において、外部講師を活用した、がん教育を推進する。 

(2)  性に関する指導の充実 

学習指導要領に示された内容を全ての児童・生徒に確実に指導するとともに、性情報の氾

濫等の現代的な課題を踏まえながら、保護者の理解を得て必要な指導を行っていくことが必

要である。また、全ての教職員で共通認識を図り、児童・生徒が性に関する正しい知識を身

に付け、適切な意思決定や行動選択を行うことができるよう、性教育を推進する。 

(3) 都立高校等での生涯の健康に関する理解促進及び相談支援 

学習指導要領の内容に基づき、健康管理について生徒の理解を深めるとともに、産婦人科

医を招へいした、ライフプランと健康との関わりに関する授業を実施することにより、生涯

を通じて生徒が、自らの健康や環境を管理し、改善していくための資質・能力を育成する。 

また、都立高校生が抱える思春期特有の健康上の悩みに対応するため、学校における相談

体制を整備する。 

 

２２  アアレレルルギギーー疾疾患患対対策策のの推推進進（都立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) ガイドライン等に基づいた体制整備の推進 

文部科学省監修による「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（令和元

年度改訂）及び文部科学省発行の「学校給食における食物アレルギー対応指針」（平成 27 年）

等に基づいた各学校での取組が円滑に進むよう、児童・生徒等のアレルギー疾患に対する教

職員の理解と対応能力向上に取り組んできた。 

【施策の必要性】 

児童・生徒の心身の調和のとれた発育・発達を図り、健やかな体をつくることは、「知」「徳」

「体」のバランスの取れた人間を育成する上での基盤となります。体力向上に向けた取組を行

うことに加え、児童・生徒が自分自身の健康に対する関心を高め、生涯にわたって、主体的に

健康を保持・増進しようとする態度を養うことが必要です。 

また、家庭に対し、乳幼児期からの健康教育の重要性を普及・啓発することにより、「早起

き、早寝、朝ごはん」など基本的な生活習慣を児童・生徒が身に付けることは、健やかな体を

つくる上で重要です。 
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平成 24 年 12 月に都内小学校で起きた事故を受け、再発防止のため、平成 25 年度以降、

都教育委員会では同ガイドラインを補完するマニュアル等の作成・配布や、研修の対象者拡

大及び実施回数増など、児童・生徒等のアレルギー事故予防と事故発生時の緊急対応の確立

に向けた取組を強化している。 

今後も引き続き、以下の点について重点的に区市町村教育委員会及び都立学校を支援・指

導し、更なる体制の強化に向けて働き掛ける。 

ア 「食物アレルギー対応委員会」の設置による組織的な対応の強化 

イ 学校給食における食物アレルギー対応の役割分担の明確化 

ウ 校内研修による実践対応力の向上 

エ 緊急時（アナフィラキシー発症時等）における対応 

(2) アレルギー疾患対応研修の実施 

平成 21 年度以降、教職員等を対象に、専門医を講師とした研修を実施しており、平成 25

年度からは、全ての養護教諭とアドレナリン自己注射薬を携帯する児童・生徒等の担任教諭、

学校栄養職員等を対象として研修を実施している。平成 27 年度からは管理職を対象とした

研修も開催している。令和４年度も研修を継続していくとともに、校内研修を推進する。 

 

３３  食食育育のの推推進進（都立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) 学校における食育の推進 

ア 食育を推進する体制の整備 

    学校における食育を推進させるため、食育推進チームの設置、食育リーダー等を中心と

した校内体制の整備について、調査等を行い、促進する。 

イ 栄養教諭の配置による食育の推進 

(ｱ) 栄養教諭の配置拡大 

        平成 20 年度から、各地区に栄養教諭を計画的に配置している。さらに、平成 25 年

度からは複数配置を行い、食育の推進を図っている。 

栄養教諭は、配置地区内の各学校の食育リーダーを支援することで、地区全体の食

育を推進する役割を担っている。食育リーダーへの指導・助言を充実させ、教科等間

の連携を図りながら「生きた教材」である学校給食を活用した食育を一層推進するた

め、栄養教諭の増加策を講じる。 

(ｲ) 地場産物を活用した食育の実践 

        地域の自然や文化、地域の食に係る産業、自然環境の恵沢に対する児童・生徒の理

解の増進を図るには、学校給食に地場産物を活用した食育が有効である。 

栄養教諭は、配置地区で継続して地場産物を活用した食育の実践等を行い、地区全

体の食育の充実を図る。 

実践内容（例） 

・地域生産者との連携 

・地場産物を活用した学校給食のメニューの作成 

・地場産物を活用した「食に関する指導の全体計画」の作成 

・生産体験学習など地域に密着した食育の実践 

ウ 学校給食における地産地消 

農地のない都心部の学校においても、地場産物を活用した食育や地産地消を行えるよう
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に参加する生徒の意欲の高揚と能力の伸長を図る。 

(3)  地域の学校の児童・生徒と協働した教育活動の充実 

障害者スポーツへの理解促進を図ることを通じて、障害者スポーツを通した小・中学校

等の児童・生徒や地域住民との交流を活性化することにより、障害のある児童・生徒への

理解を図る。 

  

施策展開の方向性⑯ 

  健健康康でで充充実実ししたた生生活活をを送送るるたためめのの力力をを育育むむ教教育育をを推推進進ししまますす  

 

 

１１  健健康康教教育育のの推推進進（指導部・都立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) がん教育の推進 

国の「がん対策基本法」や「がん対策推進基本計画（第３期）」を踏まえ、都内全ての公立

中学校、高等学校、特別支援学校において、外部講師を活用した、がん教育を推進する。 

(2)  性に関する指導の充実 

学習指導要領に示された内容を全ての児童・生徒に確実に指導するとともに、性情報の氾

濫等の現代的な課題を踏まえながら、保護者の理解を得て必要な指導を行っていくことが必

要である。また、全ての教職員で共通認識を図り、児童・生徒が性に関する正しい知識を身

に付け、適切な意思決定や行動選択を行うことができるよう、性教育を推進する。 

(3) 都立高校等での生涯の健康に関する理解促進及び相談支援 

学習指導要領の内容に基づき、健康管理について生徒の理解を深めるとともに、産婦人科

医を招へいした、ライフプランと健康との関わりに関する授業を実施することにより、生涯

を通じて生徒が、自らの健康や環境を管理し、改善していくための資質・能力を育成する。 

また、都立高校生が抱える思春期特有の健康上の悩みに対応するため、学校における相談

体制を整備する。 

 

２２  アアレレルルギギーー疾疾患患対対策策のの推推進進（都立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) ガイドライン等に基づいた体制整備の推進 

文部科学省監修による「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（令和元

年度改訂）及び文部科学省発行の「学校給食における食物アレルギー対応指針」（平成 27 年）

等に基づいた各学校での取組が円滑に進むよう、児童・生徒等のアレルギー疾患に対する教

職員の理解と対応能力向上に取り組んできた。 

【施策の必要性】 

児童・生徒の心身の調和のとれた発育・発達を図り、健やかな体をつくることは、「知」「徳」

「体」のバランスの取れた人間を育成する上での基盤となります。体力向上に向けた取組を行

うことに加え、児童・生徒が自分自身の健康に対する関心を高め、生涯にわたって、主体的に

健康を保持・増進しようとする態度を養うことが必要です。 

また、家庭に対し、乳幼児期からの健康教育の重要性を普及・啓発することにより、「早起

き、早寝、朝ごはん」など基本的な生活習慣を児童・生徒が身に付けることは、健やかな体を

つくる上で重要です。 

６ 健やかな体を育て、健康で安全に生活する力を育む教育 

 

平成 24 年 12 月に都内小学校で起きた事故を受け、再発防止のため、平成 25 年度以降、

都教育委員会では同ガイドラインを補完するマニュアル等の作成・配布や、研修の対象者拡

大及び実施回数増など、児童・生徒等のアレルギー事故予防と事故発生時の緊急対応の確立

に向けた取組を強化している。 

今後も引き続き、以下の点について重点的に区市町村教育委員会及び都立学校を支援・指

導し、更なる体制の強化に向けて働き掛ける。 

ア 「食物アレルギー対応委員会」の設置による組織的な対応の強化 

イ 学校給食における食物アレルギー対応の役割分担の明確化 

ウ 校内研修による実践対応力の向上 

エ 緊急時（アナフィラキシー発症時等）における対応 

(2) アレルギー疾患対応研修の実施 

平成 21 年度以降、教職員等を対象に、専門医を講師とした研修を実施しており、平成 25

年度からは、全ての養護教諭とアドレナリン自己注射薬を携帯する児童・生徒等の担任教諭、

学校栄養職員等を対象として研修を実施している。平成 27 年度からは管理職を対象とした

研修も開催している。令和４年度も研修を継続していくとともに、校内研修を推進する。 

 

３３  食食育育のの推推進進（都立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) 学校における食育の推進 

ア 食育を推進する体制の整備 

    学校における食育を推進させるため、食育推進チームの設置、食育リーダー等を中心と

した校内体制の整備について、調査等を行い、促進する。 

イ 栄養教諭の配置による食育の推進 

(ｱ) 栄養教諭の配置拡大 

        平成 20 年度から、各地区に栄養教諭を計画的に配置している。さらに、平成 25 年

度からは複数配置を行い、食育の推進を図っている。 

栄養教諭は、配置地区内の各学校の食育リーダーを支援することで、地区全体の食

育を推進する役割を担っている。食育リーダーへの指導・助言を充実させ、教科等間

の連携を図りながら「生きた教材」である学校給食を活用した食育を一層推進するた

め、栄養教諭の増加策を講じる。 

(ｲ) 地場産物を活用した食育の実践 

        地域の自然や文化、地域の食に係る産業、自然環境の恵沢に対する児童・生徒の理

解の増進を図るには、学校給食に地場産物を活用した食育が有効である。 

栄養教諭は、配置地区で継続して地場産物を活用した食育の実践等を行い、地区全

体の食育の充実を図る。 

実践内容（例） 

・地域生産者との連携 

・地場産物を活用した学校給食のメニューの作成 

・地場産物を活用した「食に関する指導の全体計画」の作成 

・生産体験学習など地域に密着した食育の実践 

ウ 学校給食における地産地消 

農地のない都心部の学校においても、地場産物を活用した食育や地産地消を行えるよう
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にするため、関係諸機関と連携を図り、学校給食において、島しょを含めた東京産の水産

物や地場産野菜の活用を推進する。 

 

施策展開の方向性⑰ 

  危危険険をを予予測測しし回回避避すするる能能力力やや、、社社会会のの安安全全にに貢貢献献ででききるる資資質質・・能能力力をを育育むむ教教育育をを推推

進進ししまますす  

 

 

１１  安安全全教教育育のの推推進進（指導部）  

(1) 学校における安全教育の推進 

ア 「安全教育プログラム」の配布 

児童・生徒が危険を予測し回避する能力や、他者や社会の安全に貢献できる資質・能

力を身に付けられるよう学校における安全教育の推進を図る。そのため、「安全教育プロ

グラム」を各公立学校に配布するとともに、デジタル版を配信し、学校において生活安

全・交通安全・災害安全の３領域をバランスよく指導する。 

イ 「安全教育推進校」の指定 

   効果的な安全教育を実践的に研究し、効果を普及させるため、幼稚園・小学校・中学

校・高等学校・特別支援学校 12 校（園）を指定する。 

また、指定校（園）が実践した取組を「安全教育プログラム」に掲載することにより、

各学校での安全教育の推進を図る。 

ウ 「自転車安全運転指導推進校」の指定 

高等学校等における自転車通学の生徒に対し、ヘルメット着用のルール化等、自転車

の安全運転に関する取組を推進するため、高等学校等５校を指定する。 

エ  生命（いのち）の安全教育の推進 

    性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないようにするために、各学校において生命

（いのち）の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす

影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重

する態度等を、発達段階に応じて身に付ける「生命（いのち）の安全教育」を促進する。 

 

【施策の必要性】 

近年の自然災害の発生状況や交通事故、犯罪等の社会的な情勢は年々変化しています。特に、

台風による大雨や強風、地震、豪雪などは国民の生活に甚大な被害を与えています。 

こうした現状を踏まえ、各学校では、教科等で実践される安全教育の充実を図ることにより、

日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自己や身近な他者の安全に配慮した行動をとるとと

もに、自ら危険な環境を改善することができるようにするなど、基礎的な資質・能力を全ての

児童・生徒に育成していくことが不可欠です。 

さらに、生涯を通じて安全な生活を送ろうとする態度とともに、児童・生徒は守られるべき

対象であることにとどまらず、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献しようとする態度

を養うことが重要です。 

６ 健やかな体を育て、健康で安全に生活する力を育む教育 

 

２２  防防災災教教育育のの推推進進（指導部）  

(1) 防災教育デジタル教材「防災ノート～災害と安全～」の活用促進 

    学校・家庭及び地域が一体となった防災教育の一層の充実を目的とし、防災教育デジタル

教材「防災ノート～災害と安全～」を作成、配信する。 

ア 全都の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校及び特別支援学校の児

童・生徒対象に、防災教育デジタル教材「防災ノート～災害と安全～」を作成し、防災教

育ポータルにて配信する。  

イ ７月から９月を防災教育デジタル教材「防災ノート～災害と安全～」の活用促進月間と

して設定する。 

（2） 防災意識啓発事業 

    防災教育デジタル教材「防災ノート～災害と安全～」の活用及び防災施設における防災体

験や避難所運営体験等、実践的な取組を通して、児童・生徒の防災への意識啓発を図る。 

ア 小学生及び中学１年生を対象とした「行こう、学ぼう、防災体験」の実施 

   児童と生徒及びその保護者が、防災体験施設で様々な防災体験を行うとともに、防災教

育デジタル教材「防災ノート～災害と安全～」の活用を図る。（体験者に施設ごとに異な

る防災グッズを配布） 

イ 公立の中学生を対象とした「避難所運営講座」の実施 

   外部委託した専門の講師による、避難所運営に関する基本的な知識や課題等に関する講

義と、避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）を実施する。令和４年度は 22 校で実施を予定してい

る。 

ウ 都立学校における「東京マイ・タイムライン」を活用した指導の実施 

エ 東京消防庁等と連携したＤＸを見据えた防災教育の実施 

(3) 「防災士養成講座」の実施 

都立高等学校等の生徒及び教員が、特定非営利活動法人日本防災士機構が認証する「防災

士」の資格取得等を通して、奉仕の精神の涵養や、地域防災に積極的に関わろうとする態度

を育み、防災リーダーとして活躍できる人材を育成する。 

令和４年度は都立高等学校の生徒160名程度、都立高等学校の教員40名程度を募集する。 

 (4) 都立高等学校等における「地域と連携した防災訓練及び避難所設営・運営訓練」 

地域との連携の強化や様々な災害を想定した防災教育の更なる充実を図り、生徒が自然災

害から身を守り被災しても乗り切る能力や、他者及び地域の安全を支える能力を身に付ける

ことを目的に、都立高等学校等において地域と連携した防災訓練及び避難所設営・運営訓練

を実施する。 

   ア 地域と連携した防災訓練 

地域とともに初期消火訓練の実施や防災講話の聴講、東京マイ・タイムラインを活用し

た取組等、地域と連携した防災訓練を実施する。訓練の実施に際しては、消防署、警察署、

自衛隊、日本赤十字社、水道局、学校が所在する自治体の防災担当課、町内会や地元消防

団等と連携し、より体験的・実践的な内容を行う。 

イ 避難所設営・運営訓練 

学校が所在する自治体の防災担当課から助言を受けながら、避難者の受付や誘導等、

避難所設営・運営の補助体験をする避難所設営・運営訓練を実施する。また、その中で

備蓄食料の炊き出しや喫食体験等を実施する。避難所設営・運営訓練では、避難所のみ
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にするため、関係諸機関と連携を図り、学校給食において、島しょを含めた東京産の水産

物や地場産野菜の活用を推進する。 

 

施策展開の方向性⑰ 

  危危険険をを予予測測しし回回避避すするる能能力力やや、、社社会会のの安安全全にに貢貢献献ででききるる資資質質・・能能力力をを育育むむ教教育育をを推推

進進ししまますす  

 

 

１１  安安全全教教育育のの推推進進（指導部）  

(1) 学校における安全教育の推進 

ア 「安全教育プログラム」の配布 

児童・生徒が危険を予測し回避する能力や、他者や社会の安全に貢献できる資質・能

力を身に付けられるよう学校における安全教育の推進を図る。そのため、「安全教育プロ

グラム」を各公立学校に配布するとともに、デジタル版を配信し、学校において生活安

全・交通安全・災害安全の３領域をバランスよく指導する。 

イ 「安全教育推進校」の指定 

   効果的な安全教育を実践的に研究し、効果を普及させるため、幼稚園・小学校・中学

校・高等学校・特別支援学校 12 校（園）を指定する。 

また、指定校（園）が実践した取組を「安全教育プログラム」に掲載することにより、

各学校での安全教育の推進を図る。 

ウ 「自転車安全運転指導推進校」の指定 

高等学校等における自転車通学の生徒に対し、ヘルメット着用のルール化等、自転車

の安全運転に関する取組を推進するため、高等学校等５校を指定する。 

エ  生命（いのち）の安全教育の推進 

    性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないようにするために、各学校において生命

（いのち）の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす

影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重

する態度等を、発達段階に応じて身に付ける「生命（いのち）の安全教育」を促進する。 

 

【施策の必要性】 

近年の自然災害の発生状況や交通事故、犯罪等の社会的な情勢は年々変化しています。特に、

台風による大雨や強風、地震、豪雪などは国民の生活に甚大な被害を与えています。 

こうした現状を踏まえ、各学校では、教科等で実践される安全教育の充実を図ることにより、

日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自己や身近な他者の安全に配慮した行動をとるとと

もに、自ら危険な環境を改善することができるようにするなど、基礎的な資質・能力を全ての

児童・生徒に育成していくことが不可欠です。 

さらに、生涯を通じて安全な生活を送ろうとする態度とともに、児童・生徒は守られるべき

対象であることにとどまらず、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献しようとする態度

を養うことが重要です。 

６ 健やかな体を育て、健康で安全に生活する力を育む教育 

 

２２  防防災災教教育育のの推推進進（指導部）  

(1) 防災教育デジタル教材「防災ノート～災害と安全～」の活用促進 

    学校・家庭及び地域が一体となった防災教育の一層の充実を目的とし、防災教育デジタル

教材「防災ノート～災害と安全～」を作成、配信する。 

ア 全都の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校及び特別支援学校の児

童・生徒対象に、防災教育デジタル教材「防災ノート～災害と安全～」を作成し、防災教

育ポータルにて配信する。  

イ ７月から９月を防災教育デジタル教材「防災ノート～災害と安全～」の活用促進月間と

して設定する。 

（2） 防災意識啓発事業 

    防災教育デジタル教材「防災ノート～災害と安全～」の活用及び防災施設における防災体

験や避難所運営体験等、実践的な取組を通して、児童・生徒の防災への意識啓発を図る。 

ア 小学生及び中学１年生を対象とした「行こう、学ぼう、防災体験」の実施 

   児童と生徒及びその保護者が、防災体験施設で様々な防災体験を行うとともに、防災教

育デジタル教材「防災ノート～災害と安全～」の活用を図る。（体験者に施設ごとに異な

る防災グッズを配布） 

イ 公立の中学生を対象とした「避難所運営講座」の実施 

   外部委託した専門の講師による、避難所運営に関する基本的な知識や課題等に関する講

義と、避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）を実施する。令和４年度は 22 校で実施を予定してい

る。 

ウ 都立学校における「東京マイ・タイムライン」を活用した指導の実施 

エ 東京消防庁等と連携したＤＸを見据えた防災教育の実施 

(3) 「防災士養成講座」の実施 

都立高等学校等の生徒及び教員が、特定非営利活動法人日本防災士機構が認証する「防災

士」の資格取得等を通して、奉仕の精神の涵養や、地域防災に積極的に関わろうとする態度

を育み、防災リーダーとして活躍できる人材を育成する。 

令和４年度は都立高等学校の生徒160名程度、都立高等学校の教員40名程度を募集する。 

 (4) 都立高等学校等における「地域と連携した防災訓練及び避難所設営・運営訓練」 

地域との連携の強化や様々な災害を想定した防災教育の更なる充実を図り、生徒が自然災

害から身を守り被災しても乗り切る能力や、他者及び地域の安全を支える能力を身に付ける

ことを目的に、都立高等学校等において地域と連携した防災訓練及び避難所設営・運営訓練

を実施する。 

   ア 地域と連携した防災訓練 

地域とともに初期消火訓練の実施や防災講話の聴講、東京マイ・タイムラインを活用し

た取組等、地域と連携した防災訓練を実施する。訓練の実施に際しては、消防署、警察署、

自衛隊、日本赤十字社、水道局、学校が所在する自治体の防災担当課、町内会や地元消防

団等と連携し、より体験的・実践的な内容を行う。 

イ 避難所設営・運営訓練 

学校が所在する自治体の防災担当課から助言を受けながら、避難者の受付や誘導等、

避難所設営・運営の補助体験をする避難所設営・運営訓練を実施する。また、その中で

備蓄食料の炊き出しや喫食体験等を実施する。避難所設営・運営訓練では、避難所のみ

令
和
４
年
度
教
育
庁

主
要
事
務
事
業

Ⅲ

- 69 -



６ 健やかな体を育て、健康で安全に生活する力を育む教育 

 

ならず、学校が東京都帰宅困難者対策条例に基づき「一時滞在施設」や「災害時帰宅支

援ステーション」が開設された場合も想定した内容を行う。  

 

３３  特特別別支支援援学学校校ににおおけけるる安安全全教教育育のの推推進進（指導部）  

(1) 全都立特別支援学校での宿泊防災訓練の実施  

首都直下型地震等の大規模災害が発生した際の、長期にわたる避難所の運営及び校内での

児童・生徒の安定した生活の確保と教職員の危機管理体制を点検することを目的として、都

立特別支援学校全校で一泊二日の宿泊防災訓練を行う。なお、実施に当たっては新型コロナ

ウイルス感染症対策を講じた活動となるよう留意する。また、「防災ノート～災害と安全～」

を活用して、参加した児童・生徒の防災意識の向上を図る。 

ア 児童・生徒は、障害の状態に応じて、防災学習、備蓄品の利用体験、応急救護訓練など

を通じて避難所生活を体験する。 

イ 教職員は、学校の規模や地域の実情に応じて、指揮命令系統の点検、保護者との連携体

制の点検、地域と連携した避難所設営訓練などを行う。 

ウ 事業の検証 

(ｱ) 各学校の訓練を地域の消防署、自治会、障害者団体等に公開し、評価を得る。 

    (ｲ) 宿泊防災訓練の実施結果を集約し、都立特別支援学校全体で共有する。 

 

７ オリンピック・パラリンピックの精神を学び、育む教育 

７７  オオリリンンピピッックク・・パパララリリンンピピッッククのの精精神神をを学学びび、、育育むむ教教育育  

 

 

施策展開の方向性⑱ 

  東東京京 22002200 大大会会、、ささららににそそのの先先にに社社会会でで活活躍躍すするるたためめにに必必要要なな力力をを身身にに付付けけるる教教育育

をを推推進進ししまますす  

 
  

１１  ボボラランンテティィアアママイインンドドのの醸醸成成（指導部） 

(1) 東京ユースボランティア・バンク 

児童・生徒の発達段階に応じて、主体的・自主的なボランティア活動を支援する「東京ユ

ースボランティア・バンク」の計画的・継続的な活用を推進する。 

【施策の必要性】 

これまで、オリンピック・パラリンピック競技大会は、開催した都市と国に大きな社会変革

をもたらし、世界中の人たちに勇気と感動を与えてきました。 

オリンピック憲章では、人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会を奨励することを目指

し、スポーツを人類の調和のとれた発展に役立てることが目的であると示されています。  

また、オリンピズムは、肉体と意志と精神の全ての資質を高め、バランスよく結合させる生

き方の哲学であり、スポーツを文化、教育と融合させ、生き方の創造を探求するものであると

しています。 

これらの内容は、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことなどを定める「教育基本

法」の「教育の目標」や学習指導要領の趣旨にも相通ずるものです。 

このため、開催都市である東京都では、東京 2020 大会を児童・生徒の人生にとってまたと

ない重要な機会と捉え、「東京都オリンピック・パラリンピック教育」を都内全ての公立学校

で展開し、児童・生徒の良いところを更に伸ばすとともに、弱みを克服するための取組を確実

に推進してきました。 

「東京都オリンピック・パラリンピック教育」実施指針では、 

① 自己を肯定し、自らの目標をもって自らのベストを目指す意欲と態度を備えた人間 

② スポーツに親しみ、「知」、「徳」、「体」の調和のとれた人間 

③ 日本人としての自覚と誇りをもち、自ら学び行動できる国際感覚を備えた人間 

④ 多様性を尊重し、共生社会の実現や国際社会の平和と発展に貢献できる人間 

を育成していくことを目指しています。 

今後、東京 2020 大会を経験した児童・生徒一人一人にとって、その後の人生の糧となるよ

うな掛け替えのないレガシーを残す取組とすることが重要です。 

そのため、「東京都オリンピック・パラリンピック教育」においては、「子供たち一人一人の

心と体に残る、掛け替えのないレガシーの定着」、「学校における継続的な教育活動」、「家庭や

地域を巻き込んだ取組による、共生・共助社会の形成」を推進していく必要があります。 
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